
 

当院は、後発医薬品の使用に積極的に取り組んでおります 

また、後発医薬品のある薬品については、特定の薬品名を指定する

のではなく、薬剤の成分をもとにした一般名による処方箋の発行を行

う場合があります。 

 

患者さんへのお願い 

～医薬品の供給が難しくなっています～ 

 一部の医薬品について供給不足が生じた場合は、当院におけ

る治療計画等の見直しを行う等、適切に対応する体制を有して

います。 
 

 当院では、患者さんに必要な医薬品を確保するため、 

●近隣薬局との医薬品の融通 

●地域の薬局との情報共有 など 

に努めております。 
 

 

状況によっては医師に確認の上、 

○類似薬品への変更 

○処方日数の変更 など 

を行う場合がございます。 

 

変更等する場合は、患者さんに対してご説明させていただきま

すので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 
 

ご不明な点やご心配なことなどがありましたら 

お気軽に薬剤師にご相談ください 
 

薬剤部 （施設基準・地域支援・医薬品供給対応体制加算、一般名処方） 


